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ｏ 九州本土における太陽光の接続量は、H24年7月の固定価格買取制度(FIT法)

施行以降急増し、H30年8月末時点で807万kWと、H24年度末に比べ約7倍に

増加しました。

（風力の接続量は、H30年8月末時点で50万kW）

１ 九州本土の再生可能エネルギーの接続量

ＦＩＴ法施行
Ｈ２４．７

30日等出力制御枠※

※再生可能エネルギーの年間30日間の
出力制御を前提にした接続可能量

〔太陽光の接続量（年度末）〕



3

約2倍

11% 10% 10%

18%

総面積
(H28年10月)

総人口
（H28年10月）

需要電力量

（H28年度）

太陽光・風力
接続比率
（H29年9月）

ｏ 九州は再生可能エネルギーの適地が多く、特に日照条件が良いことから、太陽光の

導入が他地域に比べて進んでいます。

※資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公開用ウェブサイト」
のデータをもとに作成(H29年9月末時点)

（出所）九州経済調査協会「図説九州経済2018」、
電力広域的運営推進機関「2018(H30)年度全国及び
供給区域ごとの需要想定について」をもとに作成

全国に占める九州エリアの総面積､総人口､需要電力量はおよそ1割に対し、

太陽光・風力の接続比率はおよそ2割

風力
（1%）

太陽光
（17%）

１ 九州本土の再生可能エネルギーの接続量（つづき）



２ 最近の電力需給状況

ｏ 春・秋などの電力需要が比較的少ない時期には、太陽光出力が大きい昼間に、供給
力が電力需要を上回る状況が発生しています。

ｏ そのような中、太陽光発電等を最大限活用するために、火力発電所の出力を下げる
とともに、揚水発電所の活用(上部ダムへの水の汲み上げ)や大容量蓄電池の充電等
を行っています。

ｏ しかし、太陽光発電の増加により、H30.5.3(木)13時には、太陽光発電の出力が電
力需要の８割程度を占め、火力発電所の出力調整や揚水発電所の活用による調整余
力もわずか(30万kW程度)しかない、厳しい需給状況となりました。

4

[H30.4.29(日)電力需給実績]

需要

昼間の太陽光出力増に対して、揚水
動力の活用(最大8台並列)や火力発
電所の抑制・停止

夕方にかけての太陽光出力減に対応
して、揚水動力の停止や火力発電所
の起動や増出力

揚水動力

揚水発電 揚水発電

火力等

水力、風力、原子力、地熱

[万kW]
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[H30.5.3(木)電力需給実績]
太陽光の出力が「０」となる点灯帯の
再エネの合計出力：140万kW

（需要の16％）

太陽光出力
621万kW(需要の81%)

再エネの合計出力：710万kW
（需要の93％）



5（参考１）需給バランス維持の必要性

ｏ 電力の安定供給のためには、需要と供給をバランスさせ、周波数を常に一定に保つ
ことが必要です。

ｏ 天候や時間によって大きく変動する太陽光や風力発電等の再生可能エネルギーに
より、仮に需要と供給のバランスが崩れると、周波数が変動(注1)し、最悪の場合、
運転している多数の発電機が設備損壊を回避するため自動的に停止し、その結果、
大規模な停電に至る恐れ(注2)があります。
このため、常に火力発電機等の発電量を調整し、需要と供給をバランスさせること
が必要です。

o 再生可能エネルギーの出力の
変動に対して、火力発電機など
の発電量を調整

o 供給（発電）と需要（消費）の
バランスが崩れると、周波数が
変動し、発電所が停止

o 複数の発電所が連鎖的に停止
し、大規模な停電となる恐れ。

需要と供給のバランスが崩れると
周波数(60Hz)が変動

(注1) お客さまが使用される電気製品に様々な影響(振動、工場製品の品質悪化)が生じる可能性がある。
(注2) 大規模停電が発生した場合、復旧に長時間を要する可能性がある(2003年8月北米大停電は停電解消まで数日間)

火力等

60Hz

火力等

60.5Hz

〔流入量（供給）＝ 流出量（需要）の場合〕

再エネ 再エネ

〔流入量（供給）＞ 流出量（需要）の場合〕

これ以上蛇口を

絞れない

蛇口の開閉により

流量を調整

需要

供給力

周波数 周波数

需要

供給力 流入量の増加
（再エネ出力急増）



３ 再生可能エネルギーの出力制御の必要性

ｏ 供給力が電力需要を上回る状況となった場合には、あらかじめ定められた国の

ルール(優先給電ルール)によって、九州エリア内全ての火力発電所の出力を下げ

るとともに、揚水発電所の活用、関門連系線を活用した他エリアへの送電（長周

期広域周波数調整）等、運用上の対応を行います。

ｏ 上記の対策を行っても、供給力が電力需要を上回る場合、やむを得ず、太陽光、

風力発電の出力制御を実施※します。

※出力制御の対象は、「旧ルール(500kW以上)」「新ルール」「指定ルール」

の再エネ事業者

主に住宅に設置している10kW未満の指定ルール太陽光事業者は、
今秋は出力制御を行わない

ｏ 再生可能エネルギーの出力制御の実施にあたっては、発電事業者さまに事前に

連絡する必要があることから、前日の気象予報に基づいて出力制御量を算定しま

すが、実際には予報よりも日射や風況が良くなることもあるため、再生可能エネ

ルギーの発電量が増加する可能性を考慮し、出力制御量を決定します。
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適用の考え方 出力制御

旧ルール H27.1.25までに連系承諾(太陽光)、接続契約申込(風力)の事業者 年間30日まで無補償

新ルール(風力のみ) H29.5.25までに接続契約申込の事業者 年間720時間まで無補償

指定ルール(太陽光のみ) H27.1.26以降に連系承諾の事業者(10kW未満を除く) 無制限、無補償



（参考２）優先給電ルールのイメージ 7

①揚水運転による再生可能エネルギーの余剰電力の吸収、

火力発電等の出力制御

②連系線を活用した他地域への送電〔関門連系線の活用〕

③バイオマスの出力制御

④太陽光・風力の出力制御

⑤長期固定電源（水力、原子力、地熱）の出力制御

出
力
の
抑
制
等
を
行
う
順
番

【優先給電ルールに基づく再生可能エネルギーの出力制御】



8

太陽光が発電しない夜間に
蓄電池から放電

貯蔵した電力の活用

(1) 大容量蓄電池の導入

ｏ 太陽光発電等で発電した電気を充電するため、世界最大級の大容量蓄電池

(出力 5万kW､容量 30万kWh)を、豊前発電所に設置しました。

ｏ 大容量蓄電池は、太陽光発電の出力に応じて充放電を行い、再生可能エネ

ルギーの出力制御低減や需給バランス改善に活用しています。

（参考３）再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組み

[大容量蓄電池の運用事例]

需要を上回った電気を
蓄電池に充電

電力の貯蔵（充電）

※経済産業省の補助を受け設置

〔豊前蓄電池変電所〕



9（参考３）再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組み（つづき）

(2) 関門連系線の送電容量拡大

ｏ 太陽光発電等を最大限活用するため、九州と本州をつなぐ送電線(関門連系線)

を経由して、他エリアへも送電します。

ｏ 他エリアへ送る電気の量を拡大するためには、関門連系線の事故などが発生し

た際でも、電気のバランスを保てるように、瞬時に発電機を停止させるシステ

ムを構築し、再生可能エネルギーを最大限受入れるよう取組んでおります。

②異常信号

本 州

③停止信号

③停止信号

バイオマス発電所
火力発電所

太陽光発電所

風力発電所

[システムの概要]

①事故発生系統安定の
ためのシステム

※経済産業省の
補助を受け設置



４ 今秋における再生可能エネルギー出力制御の可能性

ｏ 九州本土における再生可能エネルギー、とりわけ太陽光発電の接続量は着実に

増加しています。

ｏ 今春において電力需給バランスの維持が厳しかったことや、その後の再生可能

エネルギーの導入増を踏まえると、今秋には出力制御の可能性があります。

ｏ 出力制御の実施にあたっては、対象となる再エネ発電事業者のみなさまに、事

前にダイレクトメール等で可能性が高まっていることをお知らせし、出力制御

の実施準備をお願いするとともに、最新の気象予報や電力需給見通しにもとづ

き実施が必要と判断した場合には、事前に当社ホームページでお知らせいたし

ます。

ｏ 再生可能エネルギーの出力制御は、お客さまに安定した電力をお届けするため

に必要な対応であるとともに、この仕組みを取り入れることにより、より多く

の再生可能エネルギーの受入れが可能となります。

ｏ みなさまのご理解とご協力をお願いします。
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（晴天の場合） （曇りの場合）

出力制御

火力

需要

ベースロード電源（原子力・水力など）

火力

ベースロード電源（原子力・水力など）

火力

太陽光 太陽光

火力

需要

時間 時間

（参考４）出力制御により太陽光の接続量と発電量が増加します 11

ｏ 九州本土の供給力が需要を上回る場合、一部の再エネ発電事業者さまに出力制御の
ご協力をいただくことで、太陽光の接続量（下図①）が増加し、より多くの太陽光発電量
（下図②斜線部）が受け入れ可能となります。

②発電量増加

①接続量増加

②発電量増加

①接続量増加
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状 況
太陽光、風力の電
力量に占める割合

該当する主な国・地域

フェーズ1
太陽光・風力発電が需給運用
に影響を与えない状況

３％程度
インドネシア,メキシコ
南アフリカ

フェーズ2
太陽光・風力発電の監視、需
給運用の工夫が必要となって
いる状況

３～15％程度
ベルギー,オーストラリア
スウェーデン,中国、オランダ

日本(九州以外)

フェーズ3
太陽光・風力発電の出力変動
に備えた柔軟な対応が必要な
状況

10～25％程度
ポルトガル,スペイン,ギリシャ
ドイツ,イタリア,イギリス,

カリフォルニア州,九州

フェーズ4

太陽光・風力発電が電力需要
の100％を占める時間があり、
これにより需給運用が硬直化
している状況

25％～50％程度

デンマーク,アイルランド

ｏ 国際エネルギー機関(IEA)の報告書によれば、九州エリアの再生可能エネルギー

の導入状況は、出力変動に備えた柔軟な対応が必要な状況となっている欧米諸国

並み（フェーズ３）と位置付けられています。

ｏ 再生可能エネルギーの占める割合が当社と同程度の欧米諸国においては、再生可

能エネルギーを最大限受入れるための取組みとして、出力制御をすでに実施して

います。

出典 : Adapted from IEA (2017c), Renewables 2017: Analysis and forecasts to 2022.

（参考５）諸外国の再生可能エネルギーの導入状況

〔諸外国の再生可能エネルギーの導入状況と運用面の対応〕

（注）下線部は、すでに再エネ出力制御を実施している国・地域
(九州電力調べ）
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